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平成２４年（行ウ）第１５号 東海第二原子力発電所運転差止等請求事件 

原 告  大石 光伸  外２３５名 

被 告  日本原子力発電株式会社 

 

準備書面（７５） 

震源を特定せず策定する地震動について 

 

 ２０１９年６月１４日 

 

水戸地方裁判所 民事第２部 合議アＡ係  御中 

 

原告ら訴訟代理人 

弁護士   河 合 弘 之  

外 

 

 本準備書面は、被告が策定した基準地震動のうち、「震源を特定せず策定する

地震動」（被告準備書面（１０）第３章第２の３（３）（５１頁～）、第５の１（４）（１３１頁

～））の想定が、鉄道構造物の耐震設計と比較しても著しく過少であること、これに

よって、原告らに重大な被害を及ぼす具体的危険性が存在すること、について述

べるものである。  
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第１ 震源を特定せず策定する地震動とは何か 

 

１ 法令上の定義 

(1)  実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則（「設置許可基準規則」）第４条３項は、「耐震重要施設は、その供用中

に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度

によって作用する地震力（以下「基準地震動による地震力」という。）に対して

安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」と定めている。 

 

(2) そして、基準地震動による地震力について、実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈（「設置許可基準規則

の解釈」）第４条は、別記２として、以下のとおり定めている（下線部は、いずれ

も代理人）。 

「（中略） 

第４条 

（中略） 

５ 第４条第３項に規定する『基準地震動』は、最新の科学的・技術的知見を

踏まえ、敷地及び敷地周辺の地質・地質構造、地盤構造並びに地震活動

性等の地震学及び地震工学的見地から想定することが適切なものとし、次

の方針により策定すること。 

一 基準地震動は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源

を特定せず策定する地震動」について、解放基盤表面における水平方向

及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定すること。 

上記の「解放基盤表面」とは、基準地震動を策定するために、基盤面上

の表層及び構造物が無いものとして仮想的に設定する自由表面であって、

著しい高低差がなく、ほぼ水平で相当な拡がりを持って想定される基盤の

表面をいう。ここでいう上記の「基盤」とは、おおむねせん断波速度Ｖｓ＝７０

０ｍ／ｓ以上の硬質地盤であって、著しい風化を受けていないものとする。 

二 上記の「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は、（略） 

三 上記の「震源を特定せず策定する地震動」は、震源と活断層を関連づける

ことが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍におけ
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る観測記録を収集し、これらを基に、各種の不確かさを考慮して敷地の地

盤物性に応じた応答スペクトルを設定して策定すること。」 

 

(3) そして、原子力規制委員会は、「基準地震動の妥当性を厳格に審査するた

めに活用することを目的と」して「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査

ガイド」（「地震動審査ガイド」甲 D17）を定めている。現状，「震源を特定せず

策定する地震動」の妥当性を判断する上で、地震動審査ガイド以上の詳細な

具体的審査基準と言えるものはない。 

地震動審査ガイドは、「震源を特定せず策定する地震動」について、以下のと

おり規定している。 

 「１．３ 用語の定義 

（６）「震源を特定せず策定する地震動」とは、敷地周辺の状況等を十分

考慮した詳細な調査を実施しても、なお敷地近傍において発生する可能

性のある内陸地殻内の地震の全てを事前に評価しうるとは言い切れない

ことから、敷地近傍における詳細な調査の結果にかかわらず、全ての敷

地（対象サイト）において共通的に考慮すべき地震動であると意味付けた

地震動をいう。」 

２．基本方針 

基準地震動の策定における基本方針は以下の通りである。 

（３）「震源を特定せず策定する地震動」は、震源と活断層を関連づけること

が困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍におけ

る観測記録を収集し、これらを基に各種の不確かさを考慮して、敷地

の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定して策定されていること。 

（４）「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策

定する地震動」を相補的に考慮することによって、敷地で発生する可

能性のある地震動全体を考慮した地震動として策定されていること。」 

   ４．２．１ 検討対象地震の選定と震源近傍の観測記録の収集 

（２）検討対象地震の選定においては、地震規模のスケーリング（スケーリン

グ則が不連続となる地震規模）の観点から、「地表地震断層が出現し

ない可能性がある地震」を適切に選定していることを確認する。 

（３）また、検討対象地震の選定の際には、「事前に活断層の存在が指摘さ

れていなかった地域において発生し、地表付近に一部の痕跡が確認
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された地震」についても検討を加え、必要に応じて選定していることを

確認する。 

［解説］ 

（１）「地表地震断層が出現しない可能性がある地震」は、断層破壊領域が

地震発生層の内部に留まり、国内においてどこでも発生すると考えら

れる地震、震源の位置も規模もわからない地震として地震学的検討か

ら全国共通に考慮すべき地震（震源の位置も規模の推定できない地

震（Ｍｗ６．５未満の地震））であり、震源近傍において強震動が観測さ

れた地震を対象とする。 

（２）「事前に活断層の存在が指摘されていなかった地域において発生し、

地表付近に一部の痕跡が確認された地震」は、震源断層がほぼ地震

発生層の厚さ全体に広がっているものの、地表地震断層としてその全

容を表すまでには至っていない地震（震源の規模が推定できない地震

（Ｍｗ６．５以上の地震）であり、孤立した長さの短い活断層による地震

が相当する。なお、活断層や地表地震断層の出現要因の可能性とし

て、地域によって活断層の成熟度が異なること、上部に軟岩や火山岩、

堆積層が厚く分布する場合や地質体の違い等の地域差があることが

考えられる。このことを踏まえ、観測記録収集対象の地震としては、以

下の地震を個別に検討する必要がある。 

① 孤立した長さの短い活断層による地震 

② 活断層の密度が少なく活動度が低いと考えられる地域で発生した地震 

③ 上部に軟岩や火山岩、堆積層が厚く分布する地域で発生した地震」 

 

(4) 以上のように、「震源を特定せず策定する地震動」は、敷地周辺の状況等を

十分考慮した詳細な調査を実施しても、なお敷地近傍において発生する可能

性のある内陸地殻内の地震の全てを事前に評価しうるとは言い切れないことか

ら、敷地近傍における詳細な調査の結果にかかわらず、全ての敷地（対象サイト）

において共通的に考慮すべき地震動であると意味付けた地震動。」であり、「敷

地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震

動」を相補的に考慮することによって、敷地で発生する可能性のある地震動全

体を考慮した地震動として策定」することが求められる。 
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２ 「震源を特定せず策定する地震動」は、隠れ断層による地震動である 

この「震源を特定せず策定する地震動」の特徴を一言でいうとすれば、ようする

に「隠れ断層」による地震動である。 

「強い地震が起こると、地表には、ずれなどの変更が生じることが多い。この

変形は活断層が地下で動いた証拠で、長年残る。電力会社は地表の変形

を手がかりに原発周辺の活断層を探し、想定される揺れを試算する。その

数値が安全対策の前提の一つになるのだ。一方、揺れは強いが地表を変

形させない地震もある。震源となる断層は探せない。これがいわば『隠れ断

層』だ。未知の隠れ断層が原発直下にある可能性は否定できない。」（甲 D

１０８ 毎日新聞夕刊２０１６年６月２４日「特集ワイド 『忘災』の原発列島 分

からないから無視？隠れ断層」） 

 

「震源を特定せず策定する地震動」が隠れ断層による地震動とすれば、これに

対して、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は、隠れていない断層、す

なわち、既知の「地表に痕跡のある、表れている断層」による地震動、ということが

できる。 

  

３ 震源を特定せず策定する地震動＝隠れ断層による地震動の重要性 

地震動審査ガイドは、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源

を特定せず策定する地震動」を相補的に考慮することによって、敷地で発生する

可能性のある地震動全体を考慮した地震動として策定されていること。」を求めて

おり、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」と「震源を特定せず策定する

地震動」とが、相補うことによって敷地で発生する地震動全体を考慮した地震動と

なるものであるから、両者に優劣があるものではなく、「震源を特定せず策定する

地震動」も、原発の安全性確保に欠くことのできないものなのである。 

したがって「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」と同様に、「震源を特

定せず策定する地震動」も極めて重要な地震動であり、その想定も、十分に安全

側に大きく想定しなければ、原発の安全性は確保できない。「震源を特定せず策

定する地震動」の想定が不十分であっても原発の安全性は確保できる、などとする

ことはできない。 
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４ 震源を特定せず策定する地震動＝隠れ断層による地震動は決して小さくない 

地震動の大きさは、震源特性、とりわけ、断層の中の強震動生成域（アスペリテ

ィ）の応力降下量に大きく左右される。そして、その応力降下量の大きさは、断層

面での固着の強さによって定まるから、比較的小さな断層でも、強く固着していれ

ば、地震動は大きくなる。 

また、地震動の大きさは、震源からの距離によっても、大きく左右される。原発に

とって大きな影響をもたらす短周期地震動は、距離によって減衰しやすいという特

性を有する。したがって、観測点から遠い場所で発生した場合には、その地震によ

る短周期地震動は、観測点に到達するまでに減衰してしまう。反対に、観測点から

近い場所で発生した場合には、その地震による短周期地震動は、減衰せずに観

測点に到達するから、大きな地震動となる。 

後述する「震源を特定せず策定する地震動」の事例として挙げる、最新の知見

を含む多数の地震の地震動は、まさしく小さな規模の地震であっても大きな地震

動を観測した事例であり、２００４年留萌支庁南部地震が、地震の規模はわずかＭ

ｗ５．７でしかないのに、極めて大きな地震動をもたらしたことは、原発直下の断層

による地震動が、既知の断層による地震動と同等、もしくは、それ以上に大きな地

震動を原発にもたらすことを示す事例となっている。 

しかも、存在していることが分かっている断層と異なり、「隠れ断層」は、どこに潜

んでいるか分からないから、敷地にもっとも影響が及ぶ位置に想定する必要があ

る。したがって、「震源を特定せず策定する地震動」は、決して軽視できない、極め

て重要な地震動となるのである。 
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第２ 被告の想定とその誤り 

 

１ 被告の主張 

被告は、震源を特定せず策定する地震動について、「活断層に関する詳細な調

査を行い、敷地近傍に『震源として考慮する活断層』は存在しないことを確認した

が、その上でなお『震源を特定せず策定する地震動』を考慮することとし（５１頁）、 

ア 加藤ほか（２００４）による応答スペクトルと、 

イ 地震動審査ガイド（甲 D１７）があげる１６地震のうち、２００４年北海道留萌支庁

南部地震に係る佐藤ほか（２０１３）の基盤地震動にＫ－ＮＥＴ港町観測点の地

盤物性と敷地の解放基盤表面相当位置の地盤物性との相違による影響等を考

慮して評価した地震動の応答スペクトルとを考慮した、 

という（被告準備書面（10）５１頁～５６頁）。 

 

２ 被告の想定の問題 

(1)  まず、加藤ほか（２００４）は、２００４年以前の地震の観測記録に基づくもので

あり、合計９地震、１５記録、３０水平成分によるものである（被告準備書面（１０）

５２頁）。加藤ほか（２００４）を超えた地震動は、その後、いくつも観測されており、

今日において、原発の基準地震動策定において、最低ラインとして考慮される

べきものではない。この詳細については、原告準備書面（７）第８で述べた。 

(2)  次に、地震動審査ガイドがあげる１６地震のうち、２００８年岩手・宮城内陸地

震及び２０００年鳥取県西部地震の２つについては、被告は、これらの地震の

震源域と、東海第２原発の敷地周辺は、「地域の特徴が異なる」として対象外

としているが、このような考え方は、東海第２原発の敷地周辺以外で発生した

地震は考慮しなくて良いという考え方につながるものであり、安全側の考え方

ではない。「地域の特徴が異なる」ことは、これらの性質を有する地震が、東海

第２原発の敷地周辺で発生しないことを担保するものではなく、不合理である。 

(3) さらに、被告は、残りの１４地震のうち、加藤ほか（２００４）による応答スペクトル

を超えるものが、２００４年北海道留萌支庁南部地震だけあったというが、次の

４つの地震も、加藤ほか（２００４）による応答スペクトルを超えており、被告の主

張は誤りである。 

2013 年栃木県北部地震 
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2011 年和歌山県北部地震 

2011 年茨城県北部地震 

2011 年長野県北部地震 

なお、被告は明言していないが、これらの４つの地震については、他の電力会

社は、「地盤情報がない」などとして検討対象から排除している。 
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(4)  そして、被告は、上記の１４地震のうち、残りの９地震については、全く無視し

ている。 

しかし、これらの記録ですら、その地震の最大地震動であるとは限らない。た

またま観測地点が、その場所にあったというだけだからである。 

(5) 「震源を特定せず策定する地震動」を想定する意味は、隠れ断層によって最大

どれだけの地震動が原発を襲うかを検討することにある。その最大の地震動を

想定することは、原発の安全を確保するための最低限のラインである。したがっ

て、少なくとも、地震動審査ガイドに挙げられた１６地震の全てについて、その

地震の最大地震動はどれだけかを検討する必要がある。 

このような考慮をせず、被告が、２００４年北海道留萌支庁南部地震だけを考

慮しているのは、不合理である。 
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第３ 鉄道構造物の耐震設計について 

１ はじめに 

 耐震設計は、原発だけで実施されているものではない。およそ、あらゆる構造物

は、耐震設計がなされている。 

 本項では、そのうち、鉄道構造物についての耐震設計を見る。 

 結論から述べれば、鉄道構造物についての耐震設計の方が、原発よりも、はるか

に安全側になされている。 

 

２ 鉄道構造物の場合 

 鉄道構造物の耐震設計は、鉄道構造物等設計標準・同解説耐震設計（Ｈ２４．９）

に基づいて行われている（甲 D１０９「鉄道耐震設計」）。この内容については、後

述する、原子力規制委員会の「震源を特定せず策定する地震動の検討チーム」の

第２回の議論（甲D１１１）においても、詳細に紹介されているので、併せて、ご確認

いただきたい。 

(1)  鉄道構造物における設計地震動の概要 

 鉄道構造物における設計地震動は、大きくＬ１（レベル１）地震動と、Ｌ２（レベル２）

地震動に分けられる。 

 Ｌ１地震動は、「建設地点における構造物の設計耐用期間内に数回程度発生す

る確率を有する地震動」とされ、これに対しては、「構造物の変異を走行安全上定

まる一定値以内に留める」設計がされる（甲 D１０９「鉄道耐震設計」３６頁）。 

 これに対して、Ｌ２地震動は、「建設地点で考えられる最大級の強さをもつ地震動」

とされ、これに対しては、「構造物全体系が崩壊しない」設計がされる（甲 D１０９

「鉄道耐震設計」３８頁）。 

 そして、これらの各地震動は、「耐震設計上の基盤面（Ｖｓ４００ｍ／ｓ）程度の地

盤」において設定される（甲 D１０９「鉄道耐震設計」３６頁、甲 D１１１の２の２ 第２

回資料２の 4/34） 

  そして、Ｌ２地震動は、 

①  活断層の調査及び対象地震の選定に基づき、震源となる活断層と建設地

点を特定して設定する方法（詳細な方法） 

②  そのような活断層の調査及び対象地震の選定をせず、予め設定された標

準Ｌ２地震動を用いる方法（簡易な方法） 
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の２種類がある（甲 D１０９「鉄道耐震設計」４１頁、甲 D１１１の２の２ 第２回資料２

の 5/34）。 

  

 Mw7.0 よりも大きな震源域が近傍に確認される場合などは、①詳細な方法が用

いられるが、そうでない場合は、標準Ｌ２地震動を用いる方法（②簡易な方法）が用

いられる（甲 D１１１の２の２ 第２回資料２の 6/34）。 

  ①詳細な方法は、原発の耐震設計では、震源を特定して策定する地震動に該

当するものであり、②簡易な方法は、震源を特定せず策定する地震動に該当する

ものである。 

 

(2)  標準Ｌ２地震動（②簡易な方法）の策定方法 

標準Ｌ２地震動（②簡易な方法）は、 

 スペクトルⅠ：Mw8.0 の海溝型地震が距離 60ｋｍの地点で発生した場合 

 スペクトルⅡ：Mw7.0 の内陸活断層による地震が直下で発生した場合 

の２種類が想定されている（甲 D１０９「鉄道耐震設計」４５頁、甲 D１１１の２の２ 第

２回資料２の 8/34）。  

具体的な設定手順としては、 

①  観測記録を収集し、 

②  これを、等価線形化法で工学的基盤位置での地震記録に補正し、 

③  さらに、距離減衰式を用いて想定する地震規模に補正し 

④  工学的基盤位置における想定する地震規模での応答スペクトルとする、 

というものである（甲 D１１１の２の２ 第２回資料２の 9/34）。 

 

ア 観測記録の収集 

 内陸活断層による地震（スペクトルⅡ）の観測記録としては、「震源規模、震源距

離が想定している地震動レベルと近く、地盤条件が良好である（基盤深度１０ｍ以

内）、大きな加速度が得られている記録を収集している」（甲 D１１１の２の２ 第２回

資料２の 10/34） 
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鉄道構造物の耐震設計では、１９９５年～２００７年までの、Mw６．４以上の比較

的規模の大きな地震の観測記録を収集している。 

これらの各地震と、原発の地震動審査ガイドの例示とされた地震（甲 D１７）を比

較すると、両者に共通するのは、②2000 年鳥取県西部地震（Mw6.8）だけである。 

原発の地震動審査ガイドでは、鉄道構造物の耐震設計で考慮されている、①

1995 年兵庫県南部地震（Mw6.9）、③2004 年新潟県中越地震（Mw6.7）、④同余

震（Mw6.4）、⑤2005 年福岡県西方沖地震（Mw6.7）、⑥2007 年能登半島地震

（Mw6.7）、⑦2007 年新潟県中越沖地震（Mw6.6）の６つの地震については、震源

を特定せず策定する地震動の例示に入れられていない。これらの地震が原発の

地震動審査ガイドから除外されている理由としては、原発では、「詳細な調査」が

実施されており、活断層は把握できているから、震源を特定して策定する地震動と

して考慮済みであり、震源を特定せず策定する地震動において、改めて考慮する

必要はない、というものである。 

現に、被告は、東海第二原発においては、震源と特定せず策定する地震動に

ついて、これらの地震は考慮していない。 

しかしながら、上記の各地震は、その発生以前には、特定の活断層と結びつけ

られていたわけではない。 

「敷地周辺の状況等を十分考慮した詳細な調査を実施しても、なお敷地近傍に

おいて発生する可能性のある内陸地殻内の地震の全てを事前に評価しうるとは言

い切れない」のである。 

鉄道構造物の耐震設計では、このような考え方から、より保守的に、むしろ、Mw

６．４以上の比較的規模の大きな地震の観測記録を収集している。 

また、原発では、②2000 年鳥取県西部地震（Mw6.8）については、「地域性を考

慮して個別に評価する」とされ、現に、被告は、同地震の震源域と、東海第２原発

の地域では、「地域の特徴が異なる」として対象外とし、考慮していない。 

しかし、鉄道構造物の耐震設計では、「地域の特徴が異なる」という理由で、考

慮の対象から外すことは許容しておらず、これも、より安全側に考えていることを示

している。 

このように、基礎となる観測記録の収集の手法からして、原発よりも鉄道構造物

における耐震設計の方が安全側に考慮されている。 
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イ 地震動の引戻し 

 収集した地震記録は大半が地表面で得られたものであり、表層地盤の非線形性

の影響を含む可能性が高いから、各記録は、等価線形化法（FDEL, 杉戸他

（1994））を用いて、基盤位置（Vs=400m/s）に引き戻しが実施される（甲 D１１１の２

の２ 第２回資料２の 11/34）。 
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ウ 地震規模、距離の補正 

各観測記録は、そのままでは、地震規模も観測距離もバラバラである。 

そこで、各観測記録を、標準L2地震動で想定している地震規模と距離に補正

することが必要となる（甲D１１１の２の２ 第２回資料２の12/34）。 

標準L2地震動のスペクトルⅡで想定している地震規模はMw７.0であり、距離は

直下３ｋｍである。 
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エ 内陸活断層による地震記録（全１５２記録）の重ね画き 

以上から、内陸活断層による地震記録（全１５２記録）の重ね画きしたものが、下

記の図である（甲D１１１の２の２ 第２回資料２の13/34）。 

 

 

 

 図の横軸が周期、縦軸が加速度（ガル）であり、周期0.1秒～0.3秒間では、500

ガル～5000ガル程度まで、大きくばらついており、10000ガルの記録もある（ただ

し、基盤位置（Vs=400m/s）における値である）。 
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(3)  短周期成分の卓越したＬ２地震動について 

さらに、鉄道構造物の耐震設計では、地震基盤が浅い地域について、短周期

成分の卓越したＬ２地震動が設定されている。 

 

図は、①1995 年兵庫県南部地震（Mw6.9）と、②2000 年鳥取県西部地震

（Mw6.8）の観測記録を、基盤位置（Vs=400m/s）に引き戻し、地震規模を Mw7.0、

距離を直下３ｋｍに補正したものである。周期０．１秒～０．５秒の短周期領域にお

いて、①1995 年兵庫県南部地震（Mw6.9）は、おおむね１０００ガル程度であるの

に対して、②2000 年鳥取県西部地震（Mw6.8）は、２０００ガル～最大１００００ガル

まで達している。このような差が生じた最大の理由として、以下のように、地震基盤

深度の違いがあげられている。 

「地震動は地震基盤から耐震設計上の基盤面までの堆積構造により増幅特

性が大きく異なることが指摘されている。例えば、地震基盤（Vs=3000m/s 程

度の堅固な岩盤）が浅い地域では短周期が卓越し、地震基盤の深い地域で

は地震動の卓越周期が長くなることが過去の観測記録から明らかになってき

ている。２０１１年の東北地方太平洋沖地震では、地震基盤が浅い地域で広

範囲にわたり短周期成分の非常に大きな地震動が観測された。一方で、標準
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応答スペクトルは、鉄道構造物の周期帯域における増幅特性を勘案して、地

震基盤が概ね５００ｍより深い場合を想定して算定したものである。そのため、

地震基盤の浅い地域に周期の短い橋梁・高架橋（等価固有周期０．３秒以下）

を設計するような場合には、標準応答スペクトルに加えて短周期成分の大きな

地震動を設定し、構造物の性能を照査することが望ましい。この時のＬ２地震

動の設定の考え方は、『付属資料６－４ 短周期成分の卓越したＬ２地震動の

考え方』による。」（甲 D１０９鉄道耐震設計４６頁）。 
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図の左側が地震基盤の浅い（200ｍ～500ｍよりも浅い）記録、右側が地震基盤
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の深い記録の重ね描きである。一見して、地震基盤の浅い記録の方が、短周期成

分が卓越していることがわかる。 

ただし、ここでは、500ｍよりも浅い場合と、500ｍよりも深い場合とで分けられて

いるが、「既往の物理探査やボーリング調査に基づいた全国の地盤構造をまとめ

た結果によると、地震基盤深度は付属図 6.4.1 のように推定されており、地域によ

って大きく変化していることが分かる。このうち、地震基盤が 500ｍよりも浅い地域

では、標準応答スペクトルとは異なり短周期側が卓越した地震動となることが分か

っている。 

しかしながら、現状の深部地下構造の調査間隔や推定精度、実務上の取り扱い

を勘案すると、この結果のみを使用して地震動特性の違いを分類することは困難

であると考えられる。そのため先述したように地震観測または常時微動観測を実施

するのがよいが、それは不可能な場合には、当面の間、地震基盤深度が 1000ｍよ

りも浅い地点においては、短周期成分が卓越する可能性があると考えることにし

た。」（甲 D１０９鉄道耐震設計 付属資料６－４ ２３２頁）とされており、鉄道耐震

設計では、地震基盤が 1000ｍよりも浅い場合には、より安全側に、短周期成分が

卓越するものとして、扱われている。 

  

(4)  標準スペクトル＝非超過確率90%（μ+1.28σ）のスペクトル 

そして、鉄道耐震設計では、非超過確率90%（μ+1.28σ）を目標に標準スペクト

ルが設定されている。μは平均値であり、σは標準偏差を表す。 

これは、すなわち、標準スペクトルは既往地震の９０％をカバーしているという意

味であるが、逆からいえば、既往地震の１０％は標準スペクトルを超えている、とい

うことを意味する。 

この点、標準スペクトルを、既往地震をすべてカバーして設定することも可能で

あり、そうすれば耐震安全性はより安全側となるが、その一方で、建設コストは高額

になることが予想される。 

 そこで、鉄道構造物では、非超過確率90%（μ+1.28σ）をもって、標準スペクトル

とした。これは、一種の線引きであり、割り切りである。 

 

 この点、非超過確率を90%とした根拠については、以下のように説明されている。 

「室野鉄道地震工学研究センター長 

90％という数字に関しては、実は平成11年標準のときもこれと同じような段取り
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を踏んで、地震動を設定しているんです。そのときにまず議論としてあったの

は既往最大ということで、集めたデータの中で距離補正、マグニチュード補正

をして、包絡をさせるというのが一つ案としてあります。それは何となくおわかり

のとおり、安全なものをつくろうという配慮からそういう議論があったんですが、

それをしてしまうと、何か1波でも応答スペクトルを超えるものが出たときに、そ

の定義が覆されてしまうので、設計標準そのもの、設計地震動の無効性が浮

かび上がってしまうと、それはないよねということ。 

じゃあ、ある程度の超過は認めるんだけれども、どれぐらいにしようというところ

については、実はコードキャリブレーションであったりとか、実際その地震動を

使って設計される構造物がどれぐらいのスペックを有するかというところで、要

はデザインのほうから決まってという部分が非常に大きいというところがありま

す。我々のほうでいろいろ検討した結果、当然下げたいところはあるんだけど

も、90％ というところの非超過確率で当時設計をしてあげると、その前に規定

された構造物に対しての適用性であったりとか、構造の連続性、設計の連続

性を考えると、従前よりも少し大きくなるけども、対応できる範囲じゃないのとい

うことで、デザインのほうから決まっているというところが正直なところで、物理

的な背景があったとかということではないです。」 

（甲D１１１の３ 第２回議事録２８頁） 

 

 このように、「安全なものをつくろうという配慮」からすれば、「既往最大」として「集

めたデータ」を「包絡をさせる」という案もあったが、それは採用せず、非超過確率

を90%としたのは、「実際その地震動を使って設計される構造物がどれぐらいのス

ペックを有するかというところで、要はデザインのほうから決まってという部分が非

常に大きい」とされている。  

 

 Ｌ２標準地震動の時刻歴波形（地震基盤の深い記録）は、以下のとおりであり、

最大９４４ガルの地震動となっている（甲D１０９鉄道耐震設計４７頁）。 
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 これに対して、短周期成分の卓越したＬ２地震動（地震基盤の浅い記録）の時刻

歴波形は、以下のとおりであり、最大１２６６ガルとなっている（甲D１０９鉄道耐震設

計付属資料６－４ 短周期成分の卓越したＬ２地震動の考え方 ２３５頁）。 

 

 

(5)  東海第２原発の地震基盤はＧＬ－６７７ｍ 

東海第２原発の地震基盤はＧＬ－６７７ｍとされている（甲D５３ 東海第二発電

所 基準地震動の策定について４－１１８）。 
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したがって、東海第２原発の地震基盤は、鉄道耐震設計においては短周期成

分が卓越する可能性がある地震基盤（1000ｍよりも浅い場合）に該当する（甲

D109鉄道耐震設計 付属資料６－４ ２３２頁）。 

原発事故の被害の甚大性を考慮すれば、安全側に考えて、短周期成分が卓越

したＬ２地震動（地震基盤の浅い記録）と同様に考える必要がある。 

 

(6) 小括 

 以上のとおり、鉄道構造物では、スペクトルⅡ：Mw7.0の内陸活断層による地震

が直下で発生した場合、「耐震設計上の基盤面（Ｖｓ４００ｍ／ｓ）程度の地盤」にお

いて、最大９４４ガルの地震動が想定されている。 

 さらに、地震基盤の浅い場合は、短周期成分の卓越したＬ２地震動として、最大

１２６６ガルの地震動が想定されている。 

 しかも、これらの地震動は、非超過確率90%（μ+1.28σ）を目標に設定されてい

るものであり、逆の見方とすれば、既往地震の１０％は標準スペクトルを超えてい

る。 
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 鉄道構造物も高い耐震性が求められることは当然であるが、かけた費用は、当然

利用者が負担する運賃・料金にはねかえってくる。鉄道構造物で、地震による事

故が発生したとしても、それは、限定された地域における限定された被害にとどま

る。どこまでの安全性が求められるかは、費用対効果の観点から、「既往最大」とし

て「集めたデータ」を「包絡をさせる」ことまで求められないとしてもやむをえないと

する考え方は、不合理だとまでは言えないだろう。 

しかし、原発についてはどうか。これと同じ考え方でいいのか。原発で、地震に

よる事故が発生した場合は、その影響は、鉄道構造物とは比較にならないほど、

甚大なものとなる。 

この「既往最大」は、現に発生した地震（地震動）なのであり、合理的に予測でき

る地震動なのであるから、原発においては、「集めたデータ」は、当然に「包絡をさ

せる」ことが求められる、というべきである。 
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第４ 本来「震源を特定せず策定する地震動」はどのように策定すべきか 

 

１ 以上のとおり、「震源を特定せず策定する地震動」は、本来、どこに潜んでいる

か分からない未知の断層（「隠れ断層」）が活動したとしても、「災害の防止上支

障のないもの」であるように（炉規法４３条の３の６第１項第４号）、すなわち原発

の安全が達成できるようにするために策定されるものである。 

そして、地震動審査ガイド（甲 D17）が求めているのも、原発の安全性確保の

考え方に基づくものと解される 

  地震動審査ガイドが求めているのは 

①「震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得

られた震源近傍における観測記録を収集」すること 

②「これらを基に各種の不確かさを考慮して、敷地の地盤物性に応じた応答スペク

トルを設定して策定されていること」 

③「「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する

地震動」を相補的に考慮することによって、敷地で発生する可能性のある地震

動全体を考慮した地震動として策定されていること。」 

である。 

 

２ これに対して、被告が策定した「震源を特定せず策定する地震動」＝「『隠れ断

層』による地震動」は、以下のようなものであった。 

ア 加藤のスペクトルを採用する。 

イ 地震動審査ガイドが例示した１６地震については、 

① ２００８年岩手・宮城内陸地震（Ｍｗ６．９）と２０００年鳥取県西部地震（Ｍｗ６．

６）については、対象外とする。 

②  残る１４地震のうち、加藤のスペクトルを超えない９地震を検討対象から排

除する。 

③ 加藤のスペクトルを超えた５つの地震の観測記録のうち、４つの地震につい

て「地盤情報がない」などとして検討対象から排除する。 

④ 結局、地盤情報が得られている留萌支庁南部地震の観測記録をほぼそのま

ま用いる。 
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３ まず、被告には、「原発の安全をどう達成するか」という視点が、すっぽり抜けて

いる。 

①  地震動審査ガイドが、わざわざ検討対象として１６地震（Ｍｗ６．５未満に限

れば１４地震）を例としてあげたことからすれば、これらについては、十分な検

討をすることを同ガイドは求めていると解すべきである。 

各地震について、詳細に検討もせずに、単に観測記録が加藤のスペクトルよ

りも小さいであるとか、あるいは地盤情報がないという理由で排除することを許し

ているはずがない。地盤情報がなければ、当然に地盤情報を得るように努める

必要がある。耐震設計に必要であることが明らかであるのに、自ら地盤情報を得

ようともしないで、誰も地盤情報を得てくれないからとして、「地盤情報がないから

検討の対象から除外する」などということは許されない。 

被告は、この点で、地震動審査ガイドの要求を満たしていない。 

②  地震動審査ガイドは、こうして収集した地震について、「これらを基に各種の

不確かさを考慮」することを求めている。同審査ガイドが、「各種の不確かさの

考慮」を要求しているのは、まさしくそれが原発の安全達成に必要だからである。

したがって、「各種の不確かさの考慮」をどこまですべきかは、原発の安全達成

に十分なものか否か、で判断されるべきである。同審査ガイドが、原発の安全

性確保のためのものだとすれば、そのように解釈することが合目的的である。 

ところが、被告は、「各種の不確かさの考慮」をせず、留萌支庁南部地震の

ＨＫＤ０２０観測点でのはぎ取り波をほぼそのまま使っている。そもそも、留萌支

庁南部地震のＨＫＤ０２０観測点での地震動が、たまたまそこに観測点があっ

たというだけのことであり、この地震の最大地震動ではないことは明らかである

から、最低限、留萌支庁南部地震の最大地震動をシミュレーションした結果を

基礎とすべきである（そのようなシミュレーションは、すでになされているが、あ

えて用いていない）。この点でも、被告は、地震動審査ガイドの要求を満たして

いない。 

③ さらに、地震動審査ガイドは、例示した１６地震のみを対象とすればよい、とは

いっておらず、当然、新たな知見についても検討対象として入れることを求め

ている。しかし、被告は、こうしたことを一切行っていない。地震現象は、何１００

０年、何万年、何１０万年のスパンで生起する。その中で、わずか１２年前の留

萌支庁南部地震の、しかも特定の観測点で観測された地震動が、今後原発を

襲い得る隠れ断層地震の最大の地震動だなどとは、とても言えない。留萌支庁
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南部地震を超える規模の地震が原発直下で起こり、あるいは、留萌支庁南部

地震と同規模でも、その地震の最大地震動を示す領域付近に原発があって、

留萌支庁南部地震の地震動を超える地震動が原発を襲うことは十分にありうる。

この点でも、被告は、地震動審査ガイドの要求を満たしていない。 

④  そして、地震動審査ガイドは、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」

及び「震源を特定せず策定する地震動」を相補的に考慮することによって、敷

地で発生する可能性のある地震動全体を考慮した地震動として策定することを

求めている。 

「震源を特定せず策定する地震動」（＝「隠れ断層」による地震動）について、

多くの電力会社は、単に「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」を補完す

るに過ぎないものであるとして、重要性において劣るという主張をしている。 

しかし、審査ガイドが規定するとおり、「敷地ごとに震源を特定して策定する地

震動」と「震源を特定せず策定する地震動」とは相補的に考慮することによって、

敷地で発生する地震動全体を考慮した地震動となるものであって、「震源を特定

せず策定する地震動」は、原発の安全性確保に欠くことのできないものである。 

被告は、この点でも、地震動審査ガイドの要求を満たしていない。 

 

４  審査ガイドの作成に関与した一人である防災科学技術研究所の藤原広行・

社会防災システム研究領域長は、こうした現状について、「『審査ガイドの考え

方と違う』と憤る。『原発を襲う可能性がある揺れの『全体』を考えて基準地震動

を決める』という規定が生かされていないというのだ。この規定は安全を期すた

めガイド策定中に藤原氏が提案し、当時の島崎規制委員長代理が同意して追

加された。 

 藤原氏は『過去の揺れをほとんどそのまま基準地震動にするだけでは、今後、

より強い（隠れ断層の）揺れが出るのはほぼ確実。『襲い得る揺れ全体』を考えた

とは言えない』と指摘する。強い揺れを測る地震計が普及したのは２０年ほど前

からで、隠れ断層地震の解明はまだ遠いからだ。『せっかく『全体』の考慮をする

とガイドに入れたのにその実現を規制庁自身が放棄するような姿勢では困る』と

嘆き『襲い得る揺れとして、過去最強の揺れの何割増しを考えるべきか、議論が

必要だ』と訴え」たという（甲 D１０８毎日新聞）。  
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５ 以上のとおり、加藤ほか（2004）のスペクトルは考慮するにせよ、例示された１６

地震の中で、たった一つ「確かなデータ」があるとした留萌支庁南部地震の、し

かもその最大地震動ではない、ＨＫＤ０２０観測点の地震動のはぎ取り波という、

現時点での観測記録に基づくだけの中途半端な地震動想定で、原発の安全が

達成できるわけがない。「確かなデータ」を求めることは、本来、原発の安全にと

って必要な想定地震動の値を、切り下げるための役割しか果たしていない。「確

かなデータ」による地震動想定でとどまっていては、原発の安全確保に必要な、

原発を襲いうる最大地震動は、決して導くことができない。 

６ これに対して、鉄道構造物の耐震設計では、地震動記録が乏しいことから、１９

９５年～２００７年までの、Mw６．４以上の比較的規模の大きな地震の観測記録

を収集し、これらの地震の規模と距離を補正して、スペクトルⅡ：Mw7.0 の内陸

活断層による地震が直下で発生することを想定している。その結果、「耐震設計

上の基盤面（Ｖｓ４００ｍ／ｓ）程度の地盤」において、最大９４４ガルの地震動を

想定し、さらに、地震基盤の浅い場合は、短周期成分の卓越したＬ２地震動とし

て、最大１２６６ガルの地震動を想定している（ただし、非超過確率９０％）。原発

においても、このような手法がとられるべきであるし、原発事故の被害の甚大さを

考慮すれば、非超過確率９０％ではなく、さらに非超過確率を大きくとるか、包

絡するように想定すべきである。 

７ 結局、被告の考え方には、原発の安全性を最大限実現するという観念が決定

的に欠けている。わずか２０年足らずの期間での「確かなデータ」のある地震動

で、将来原発を襲うおそれのある地震動の全てをカバーできないことは明らかで

ある。このような不十分な「震源を特定せず策定する地震動」の想定では、本件

原発を基準地震動以上の地震動が襲う具体的な危険性があることは明らかであ

り、原告らの人格権が侵害される具体的危険性があるから、その運転が差し止

められなければならないことも明らかである。 
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第５ 震源を特定せず策定する地震動の策定ルールの見直しの議論 

 

１ 震源を特定せず策定する地震動に関する検討チームによる見直し 

(1) 検討チームが設けられた趣旨 

 原子力規制委員会は、２０１７年（平成２９年）１１月２９日、外部専門家６名を含め

た「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」を設けた（以下「検討チ

ーム」という）。検討チームが設けられた趣旨は、以下のように説明されている（下

線は代理人）（甲 D１１０の２の３ 第１回資料３ １頁）。 

 

「これまでの新規制基準適合性審査においては、全国共通に考慮すべき「震

源を特定せず策定する地震動」（タイプA：Mw6.5未満）として審査ガイドに例

示された14地震の中から影響の大きい５地震を抽出した上で基盤地震動が評

価可能な2004年北海道留萌支庁南部地震に不確かさを考慮して策定した地

震動を妥当と判断してきた。また、残りの４地震については、今後取り組むべ

き中長期課題と整理し、現在、事業者が検討を行っているところであるが、各

観測地点の地盤物性の評価に時間を要しているところである。 

原子力規制委員会は、「震源を特定せず策定する地震動」（Mw6.5未満の

地震）を、地震学的検討から全国共通に考慮すべき地震動と位置づけてお

り、共通に適用できる地震動の策定方法（標準応答スペクトルの提示も含む）

を明確にすることが望ましいと考えられることから、本検討チームでは、全国で

起こりうる「地表地震断層が出現しない可能性がある地震」の観測記録を体系

的に収集して統計処理を行うことにより、地震動のばらつきを考慮した応答ス

ペクトルを設定する手法について検討する。」 

 

 このように、検討チームは、審査ガイドに例示された地震動について、新規制基

準適合性審査では棚上げされ中長期課題として事業者任せにした地震の検討が

一向に進んでいないことから、改めて、規制委員会において、規制内容に取り入

れることを目指したものであった。 

 

(2)  観測記録を収集して統計処理を行い、地震動のばらつきを考慮した応答ス

ペクトルを設定する、ということの意味 
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 しかし、この検討チームにおける議論は、それにとどまらず、「観測記録を体系的

に収集して統計処理を行うことにより、地震動のばらつきを考慮した応答スペクトル

を設定する手法について検討」するとした。 

 

この意味するところについて、藤原広行委員（防災科学研究所社会防災システ

ム研究部門長）は、以下のとおり述べている。 

「○ 今の統計処理に関して、統計処理を導入して、実際、基準に反映させよ

うとすると、非超過確率的な線引きの議論というものと、あわせてやらなけれ

ば最後まとまらないと思っています。 

5年前にまとめられた新規制基準の中には、その不確定性の処理やばら

つきについての記述はたくさん入っていますけれども、それを、じゃあ定量

的に、具体的にどのぐらい扱っていくのかというところが、まだ明確に審査ガ

イドのレベルでは記述されていない。5年間、実際にもう審査が行われて、

実態としてそれらは、どのように運用されたかということを調べればわかる状

況にはなっていると思いますが、この統計処理を導入するというのは、基準

地震動のレベル設定では、多分初めて、この正式なルールの中では初めて

のことになる可能性がありますし、その場合に、震源を特定せず策定する地

震動に対して導入した統計処理、不確定性とかばらつきの扱いというもの

と、震源を特定して策定する地震動のほうですね、これらは基本的に幾つ

かの地震タイプにいくことに、シナリオ形で、まず検討する地震を選定した

後に、最後、不確かさを考慮するというプロセスを経て基準地震動を決める

ということになっている。そこの不確かさの考慮の程度と、今回議論する統

計処理プラス線引きの議論の全体としての整合性というものを考えなけれ

ば、この新規制基準の基準地震動全体のルールとしての整合性が保たれ

ないということになろうかと思うんです。 

そこは、かなり本質的な問題かなというふうにも思っておりますし、一方

で、その特定して策定する地震動について、その不確かさの処理を定量化

するということに間接的につながる可能性もあ」る（甲D１１０の３ 第１回議事

録２４頁）。 

 

ここで、「5年前にまとめられた新規制基準」とは、まさに、藤原広行委員自らが、

規制委員会で耐震ルール作りに関わったものを指している。そして、新規制基準
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では、「不確定性の処理やばらつきについての記述はたくさん入っていますけれど

も、それを、じゃあ定量的に、具体的にどのぐらい扱っていくのかというところが、ま

だ明確に審査ガイドのレベルでは記述されていな」かったとされている。 

これは、２０１５年５月７日の毎日新聞記事「特集ワイド:「忘災」の原発列島 再

稼働は許されるのか 政府と規制委の「弱点」」（甲D２７）における、以下の発言と

同趣旨の発言である。 

「実際の地震では(計算による)平均値の2倍以上強い揺れが全体の7%程度あ

り、3倍、4倍の揺れさえも観測されている」 

「平均から離れた強い揺れも考慮すべきだ」 

「基準地震動の具体的な算出ルールは時間切れで作れず、どこまで厳しく規制

するかは裁量次第になった。揺れの計算は専門性が高いので、規制側は対等に

議論できず、甘くなりがちだ」 

「今の基準地震動の値は一般に、平均的な値の１．６倍程度。実際の揺れの8～

9割はそれ以下で収まるが、残りの1～2割は超えるだろう。もっと厳しく、97%程度

の地震をカバーする基準にすれば、高浜原発の基準地震動は関電が『燃料損傷

が防げないレベル』と位置づける９７３．５ガルを超えて耐震改修が必要になりかね

ない。コストをかけてそこまでやるのか。電力会社だけで決めるのではなく、国民的

議論が必要だ」。 

  

このように、統計処理を行い地震動のばらつきを考慮するということは、すなわち、

基準地震動 Ss が、本件原発を襲う可能性がある地震動の何パーセントをカバーし

ているのか定量的に示す、ということにほかならない。 

 

(3) この検討チームの議論は極めて重要であり、また、示唆に富むと思われるので、

各回の資料をすべて証拠提出する。 

http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tokuteisezu_jishin

do/index.html 

これまで、検討チームは、以下のとおり、合計９回開催されており、現在、とりまと

めの議論が行われている。各回の議論の資料は、以下のとおりである。 

第 1 回 平成 30 年 01 月 25 日 

   甲 D１１０の１ 議事次第 

   甲 D１１０の２の１ 資料１ 

http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tokuteisezu_jishindo/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tokuteisezu_jishindo/index.html
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   甲 D１１０の２の２ 資料２ 

甲 D１１０の２の３ 資料３ 

甲 D１１０の３ 議事録 

 第 2 回 平成 30 年 02 月 22 日 

   甲 D１１１の１ 議事次第 

   甲 D１１１の２の１ 資料１ 

   甲 D１１１の２の２ 資料２ 

甲 D１１１の２の３の１ 資料３－１ 

甲 D１１１の２の３の２ 資料３－２ 

甲 D１１１の２の３の３ 資料３－３ 

甲 D１１１の２の３の４ 資料３－４ 

甲 D１１１の３ 議事録 

第 3 回 平成 30 年 03 月 30 日 

   甲 D１１２の１ 議事次第 

   甲 D１１２の２の１ 資料１ 

   甲 D１１２の２の２ 資料２ 

甲 D１１２の２の３ 資料３ 

甲 D１１２の３ 議事録 

第４回 平成 30 年 06 月 14 日 

甲 D１１３の１ 議事次第 

   甲 D１１３の２の１ 資料１ 

   甲 D１１３の２の２ 資料２ 

甲 D１１３の２の３ 資料３ 

甲 D１１３の３ 議事録 

第５回 平成 30 年 10 月 04 日 

   甲 D１１４の１ 議事次第 

   甲 D１１４の２の１ 資料１ 

   甲 D１１４の２の２ 資料２ 

甲 D１１４の２の３ 資料３ 

甲 D１１４の３ 議事録 

第６回 平成 30 年 11 月 08 日 

甲 D１１５の１ 議事次第 
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   甲 D１１５の２の１ 資料１ 

   甲 D１１５の２の２ 資料２ 

甲 D１１５の３ 議事録 

第７回 平成 31 年 03 月 04 日 

   甲 D１１６の１ 議事次第 

   甲 D１１６の２の１ 資料１ 

   甲 D１１６の２の２ 資料２ 

甲 D１１６の３ 議事録 

第８回 平成 31 年 03 月 29 日 

   甲 D１１７の１ 議事次第 

   甲 D１１７の２の１ 資料１ 

   甲 D１１７の２の２ 資料２ 

甲 D１１７の２の３ 資料３ 

甲 D１１７の３ 議事録 

第９回 令和元年 05 月 10 日 

甲 D１１８の１ 議事次第 

   甲 D１１８の２の１ 資料１ 

   甲 D１１８の２の２ 資料２ 

甲 D１１８の２の３ 資料３ 

甲 D１１８の２の４ 参考資料 

甲 D１１８の３ 議事録 

 

２ 検討チームの見直しの議論の概要 

検討チームの見直しの議論の概要は、以下のとおりである。 

 

（1） 観測地震動記録の収集条件 

観測地震動記録の収集条件は、以下のとおりとされ、合計９０の地震が収集さ

れた。 

ただし、解析には８９地震（水平動６１５波、上下動３０４波）が採用された。 

観測期間 ２０００年１月１日～２０１７年１２月３１日 

地震規模 Ｍｗ5.0～6.6 
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この９０の地震の詳細は、「付録Ｄ：３．観測地震動記録の収集・整理（２／４）」

～「同４／４」のとおりである（甲 D１１６の２の２、第 7 回資料２ １０７頁～１０９頁）。 

  この９０の地震中、比較的規模の大きいＭｗ6.5 以上のものは、以下の４つであ

る。 

  ２０００年鳥取県西部地震（Mw6.6） 

  ２００４年新潟県中越地震（Mw6.6） 

  ２００７年新潟県中越沖地震（Mw6.6） 

  ２０１１年福島県浜通り地震（Mw6.6） 

  ただし、このうち、２００７年新潟県中越沖地震（Mw6.6）は、はぎとり波が算出で

きないとの理由で、最終的な統計処理の対象には含まれていない。 

 

(2) その後のステップ 

 その後、 

ア はぎとり解析の算出（解放基盤相当面 S 波速度７００ｍ／ｓ以上における地震

動） 
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イ 応答スペクトルの補正 

① 震源距離の補正（各観測記録を震源近傍の領域に集めるため、震源

（断層面または点震源）と観測点の間の距離の補正を行う） 

② 地盤物性の補正（各観測記録を地震基盤相当面で扱うために、必要に

応じて地盤物性の補正を行う） 

ウ 統計処理 

が行われた（その詳細については、甲 D１１１の２の３の４ 第２回資料３－４、甲 D

１１５の２の２ 第６回資料２に詳しい。） 

 

 

（甲 D１１１の２の３の４ 第２回資料３－４） 
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 これらの手法は、基本的には、鉄道耐震設計で取られている手法と、基本的に

は同じである。 

 （ただし、鉄道耐震設計では震源規模の補正がされたが、検討チームではなさ

れていない。また、鉄道耐震設計では、「耐震設計上の基盤面（Ｖｓ４００ｍ／ｓ）程

度の地盤」が基準とされているが、検討チームでは、「地震基盤相当面（S 波速度２

～３ｋｍ／ｓ）」とされた。） 

 

(3) 地震動記録の重ね描き 

 以上から、地震記録を重ね画きしたものが、下記の図である（甲 D１１６の２の２  

第７回資料２）。 

 図は、第７回会合資料２「対象記録の検討結果及び標準応答スペクトル(案)」の

非超過確率別応答スペクトルの算出結果の図（Ｍｗ５．０～Ｍｗ６．５未満、重みを

グループＡ＝１、Ｂ＝１、Ｃ＝０、Ｄ＝０）である（グループ分けの詳細は、資料２の７

頁参照。グループ C 及び D は、はぎとり解析の精度が低いとされており、その重み

を０としたことは、これらの記録は除外されていることを示している。）。 
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（甲 D１１６の２の２ 第７回 資料２ ３３頁 水平動の拡大図） 
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そして、これらの検討を基礎として、標準応答スペクトルは、非超過確率９７．

７％（平均＋２σ）のスペクトルに基づいて設定するという。 裏返せば、2.3％の地

震は標準スペクトルを超えているが、これらの地震動は、原発では考慮しないとい

うことを意味する。 

 

（甲 D１１６の２の２ 第７回 資料２ ３７頁） 

 

原子力規制委員会は、この理由について、「本検討での対象地震動は、地盤特

性や解析・処理に係る不確実さを含むこと、また、個々の観測記録には大きな山

谷があるが非超過確率別応答スペクトルは周期ごと（３００点）に対応する応答値を

算出しそれをつなげていることから、保守的なスペクトルレベルとなっていると考

え、対象地震動記録を最大包絡する考え方は採らない」としている（甲D１１６の２

の２ 第７回 資料２ ３５頁）。 

さらに、第7回会合で、大浅田安全規制管理官は、「マグニチュード5.0～ 6.5程

度の中で97.7％ をとった理由というのは、先ほど山岡先生からもお話がございま

したように、ここは統計学的に2σであるという必然性というものは当然なくて、どち

らかというと、97.7％ というのは政策的な課題として、先ほど田島から説明しました
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ように10- 4～10- 5に年超過確率が入るとか、あとは、特定してとの最終的には関

連性になるのかもしれないんですけど、そのぎりぎりのMw6.5程度のもので距離減

衰式で計算した場合には、こういった1σ を見据えた場合には、このレベルになる

のでといった、そのレベルとか、そういった妥当性の確認を含めて、今回のMw5.0

～ 6.5程度の間では97.7％ 程度と、そういった数字を採用したいというのが現状

でございます。」（甲D１１６の３ 第７回議事録２４頁）と述べ、統計学的な必然性は

なく、あくまで、政策的に決めたものであることを認めている。 

この点は、第9回会合でも、藤原委員から、「今回のデータセットに対して＋2σ

でよしとして、＋3σを考えなかったのか、＋3σを考える必要がないというふうに判

断した理由は一体何なんですかということを問われた」場合について、飯島首席技

術研究調査官は、「積極的な回答というのはなかなか今のところはない状況である

のは確かです。」と述べている（甲D１１８の３ 第９回議事録２６頁）。 

 

(4)  標準応答スペクトル案 

以上の結果、現在提示されている標準応答スペクトル案は、下記図の赤線（水

平動）及び青線(上下動)で示されるものである（甲 D１１７の２の１ 第８回 資料１）。 

しかしながら、地震動審査ガイドの「地震動全体の考慮」という基本方針（地震

動審査ガイド 2⑷）を適切に踏まえるならば、留萌支庁南部地震を含む全ての観

測記録を考慮対象とすべきであり、図（甲D１１６の２の２ 第７回 資料２ ３３頁）で

いえば、青色及び灰色の線を一部でも考慮対象外とすることは許されない。 
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３ 小括 

(1) 以上のとおり、審査ガイドに例示された地震動について、新規制基準適合性

審査では棚上げされ中長期課題として事業者任せにした地震の検討が一向に

進んでいないことから、改めて、規制委員会において、規制内容に取り入れるこ

とを目指している点は、ようやく、地震動審査ガイドに則った規制が実施されると

いう意味で、これまでの規制手法よりも、前進しているということができる。 

(2) しかしながら、２０００年１月１日～２０１７年１２月３１日までの、地震規模Ｍｗ

5.0～6.6の合計９０の地震が収集され（ただし、解析には８９地震（水平動６１５

波、上下動３０４波））、さらに、各観測記録を震源近傍の領域に集めるため、震

源（断層面または点震源）と観測点の間の距離の補正を行ったとはいえ、わず

か１７年間の観測記録にすぎず、標準応答スペクトルを、非超過確率９７．７％

（平均＋２σ）のスペクトルに基づいて設定し、標準スペクトルを超えている

2.3％の地震動は原発では考慮しないという点は許容できない。これらの地震動

は、現に発生した地震動を基礎としているものであり、原発事故の被害の甚大

性に鑑みれば、最低限、すべての地震動を完全に包絡するべきである。 
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(3) ともあれ、震源を特定せず策定する地震動に関する検討チームによる見直し

の議論は、これまでの震源を特定せず策定する地震動＝隠れ断層による地震

動が、いかに不十分なものだったのかをあからさまに浮き彫りにしたといえる。 

(4) そして、本件の東海第２原発では、このような見直しは全くされておらず、旧態

以前とした、 

① 加藤のスぺクトル 

② ２００４年留萌支庁南部地震 

が採用されているにとどまっている。 

したがって、被告の東海第２原発の震源を特定せず策定する地震動＝隠れ断

層による地震動は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特

定せず策定する地震動」を相補的に考慮することによって、敷地で発生する可能

性のある地震動全体を考慮した地震動として策定されている」ものとはいえず、明

らかに、過少である。 
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第６ 地震の発生確率を考慮してはならないこと 

 

１ 被告の主張 

 被告は、基準地震動の年超過確率について、「日本原子力学会（２０１５）を踏ま

え、確率論的地震ハザード評価を行い、基準地震動の年超過確率を求めた。基

準地震動 Ss-D1 の年超過確率は、１０－４～１０－５程度である。基準地震動 Ss-１１

～Ss-２２の年超過確率は、１０－４～１０－６程度である。基準地震動 Ss-３１の年超過

確率は、１０－４～１０－６程度である【図３－４２】」と主張する（被告準備書面（10）５７

頁）。年超過確率は、「基準値を超える事象が１年でどれくらいの確率で生ずるの

か（どの程度稀な現象なのか）を示すものをいう」（被告準備書面（１０）別―１６５注

３－７５）。ある基準地震動の年超過確率が１０－４程度だということは、すなわち、こ

の基準地震動を超える地震動が発生する確率が１０－４（＝1 万分の１）程度だとい

う意味である。１０－５（＝1０万分の１）、１０－６（＝1００万分の１）は、さらに低い確率

である。これも、一見すると、いかにも、安全側に考えて基準地震動を策定してい

るかのように見える。 

しかしながら、かかる手法による基準地震動の年超過確率は、まったく信頼でき

るものではなく、誤りであったことがすでに実証されている。この点は、準備書面（７

１）で述べたとおりである。 

 

２ 鉄道構造物では、地震の発生確率は考慮していないこと 

(1)  さらに、鉄道構造物の標準スペクトルＬ２では、地震の発生確率は一切考慮さ

れていない。この点は、原発においては「年超過確率」が持ち出されることと比

較して、大きな違いである。 

(2)  この点は、以下の発言に端的に表れている（下線は代理人）。 

「○ 久田教授 工学院の久田です。 

非常にわかりやすくて合理的な設計をされている、大変参考になるかと思ったん

ですけど、ちょっと教えていただきたいのは、L2地震動の定義で、建設地点で考え

られる最大級の強さを持つ地震動となっているんですけど、これ｢最大級｣と言って

しまうと、際限がどんどんなくなって、ある程度目安みたいなものが必要だと思うん

ですけど、例えば建築的に言うと数百年に1回の地震、だけど選んでいるのを見る

と活断層なので、ここではもしかしたら数千年、数万年に1回の地震という、なかな
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か決められないと思うんですけど、どの程度の標準のL2地震動というのはイメージ

されているのかなというのを教えていただきたいんですけれども。 

 

○ 坂井副主任研究員 ありがとうございます。 

鉄道標準も平成11年、一つ前の基準につきましてはそれと同じような形で、確

率を多少考えるような表現になっておりました。一方で、今回その改定に当たっ

て、地震の発生確率というのは基本的に考えないようにしようということになってお

ります。その理由としましては、例えばプレート境界で起きるような海溝型地震と内

陸の活断層地震というのは、再現期間がかなり大きく違います。それによって例え

ば確率を考えてしまうと、活断層による地震の確率の、例えば今の現状の予測の

レベルだとか、そういった観点で適切ではないんだろうなということを考えておりま

して、結論として設計地震動としては確率はあまり考えない。なので、直下に活断

層があるということがわかっているのであれば、基本的にそこで地震が起きるものと

して考えて、それに対して安全性を持たせましょうというような形に設定をしたという

ことになるので、確率はあまり考えていないというのが現状になっております。」（甲

D１１１の３ 第２回議事録２３頁。甲D１０９鉄道耐震設計４０頁も同趣旨） 

 

３ 地震の発生確率を考慮しないのは、土木構造物に共通の考え方となっている

こと 

さらに言えば、このように、地震の発生確率を考慮しないのは、鉄道構造物だけ

ではなく、土木構造物に共通の考え方となっている。 

(1)  土木学会の土木構造物の耐震基準等に関する提言 

１９９５年兵庫県南部地震によって土木構造物が非常に深刻な被害を受けたこ

とを契機として、土木学会は、以下の提言をまとめた。 

 

１９９５年５月「土木構造物の耐震基準等に関する提言」 

甲 D119 http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo1.html 

１９９６年１月「土木構造物の耐震基準等に関する提言『第二次提言』」 

甲 D120 http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo2.html 

２０００年６月「土木構造物の耐震基準等に関する提言『第三次提言』」 

甲 D121 http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo3.html 

 

http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo1.html
http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo2.html
http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo3.html
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これらの提言の骨子は、以下のとおりである。 

・ １９９５年兵庫県南部地震において、重要な土木構造物が破壊されたという現

実を直視し、それまでの土木構造物に関する耐震設計を全面的に見直したこと。 

・ 供用期間内に１～２度発生する確率を持つ地震動強さ（レベル 1 地震動）と，発

生確率は低いが断層近傍域で発生するような極めて激しい地震動強さ（レベル

2 地震動）の２段階の地震動を想定すること（「２段階設計法」）。 

・ 第１次提言及び第２次提言では、レベル２地震動は「極めて稀であるが非常に

強い地震動」という発生確率を念頭においた定義となっていたところ、第３次提

言においては、レベル２地震動は「構造物の耐震設計に用いる入力地震動で、

現在から将来にわたって当該地点で考えられる最大級の強さを持つ地震」と再

定義されたこと。 

 

(2)  レベル２地震動 

 レベル２地震動については、さらに、以下のとおり、解説されている。 

２０００年６月「土木構造物の耐震基準等に関する提言『第三次提言』」 

甲 D121 http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo3.html 

「1.地震動に強い社会基盤システムの構築と土木構造物の耐震性 

（中略） 

2． 耐震設計に用いるレベル２地震動 

(1) レベル２地震動は，現在から将来にわたって当該地点で考えられる

最大級の強さを持つ地震動であり，内陸および海溝で発生する地震

の活動履歴，震源断層の分布と活動度，活断層から当該地点に至る

地下構造，当該地点の地盤条件，および強震観測結果などに基づい

て設定する． 

(2) レベル２地震動の設定では，震源断層の破壊過程や地盤条件の評

価などに多くの不確定性が残されていることを十分に認識するとともに，

地震動の予測手法の適用性や予測結果の妥当性についての十分な

吟味が必要である． 

 さらに、地震動予測の精度を向上させるために，この分野に関わる最

新の研究成果を取り入れ，地震動の予測手法を更新していくことが必

要である． 

(3) 対象地点およびその周辺に活断層が知られていない場合でも，レベ

http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo3.html
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ル２地震動の設定に当たってはマグニチュード 6.5 程度の直下地震が

起こる可能性に配慮するものとし,これによる地震動をレベル２地震動

の下限とする． 

(4) レベル２対象地震は，単一の地震に限定する必要はなく，複数の地

震が選定されてもよい．また，同一地点のレベル２対象地震であっても，

対象とする構造物の動的力学特性によって結果として対象地震が異

なることがありうる． 

（後略）」 

 

(3)  土木学会 「土木構造物の耐震基準等に関する第３次提言と解説」平成１２

年６月 

 さらに、土木学会は、「土木構造物の耐震基準等に関する第３次提言と解説」

（「第３次提言解説」）において、レベル２地震動について、第１次提言及び第２次

提言では「極めて稀であるが非常に強い地震動」という発生確率を念頭においた

定義となっていたところ、第３次提言においては、レベル２地震動は「構造物の耐

震設計に用いる入力地震動で、現在から将来にわたって当該地点で考えられる

最大級の強さを持つ地震」と再定義した理由について、以下のとおり、詳細に解説

している。 

甲Ｄ１２２ http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo3/index.html 

その主要な記載について、抜粋する。 

（引用はじめ） 

4.1.2 用語説明 

レベル２地震動とは構造物の耐震設計に用いる入力地震動で，現在から将来に

わたって当該地点で考えられる最大級の強さをもつ地震動である. 

レベル２地震動という用語におけるレベルとは，地震動強さのレベルを指すもの

であり，地震危険度のレベル（再現期間や年超過確率）とは必ずしも一義的に

対応しない. 「第1次,第2次提言」でレベル２地震動は「極めて稀であるが非常

に強い地震動」と表現されているが，陸地近傍で発生する大規模なプレート境

界地震と主要な活断層による内陸直下の地震は，大きな地震動強度を示す点

では共通性があるが，再来期間は前者が100 年オーダー，後者が1000 年オ

ーダーと大幅に異なっている. しかも全般的に特定の地震の発生頻度に関する

情報は現時点では極めて不足しているため発生頻度の点では両者を同列に扱

http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo3/index.html


 48 / 50 
 

いにくいことから，レベル２地震動の尺度として地震動強度を採用することとした. 

 

4.2.1 レベル２対象地震 

レベル２地震動は，原則として対象となる地震（レベル２対象地震）を選定した上

で，そのような地震が発生した場合の地震動として設定する. 

 （中略） 

土木学会の第二次提言の解説2)でも指摘されているように，地震荷重評価の

観点からはできる限り共通の意思決定規範が用いられるべきであり，加えて性能

規定型設計法への移行の趨勢を踏まえれば，地震によるリスクをより定量化しよ

うとする流れは避けられない. こうした観点からは，レベル２地震動が確率論的

な地震危険度レベルと系統的に対応した形で設定できれば理想的である.しか

しながら，現時点では次に述べる理由により，レベル２地震動を地震危険度レベ

ルと定量的に関係づけて定義するには難しい面が多い. 

(a) 土木学会第二次提言の解説2)でも述べられているように，兵庫県南部地震の

際に経験したような活断層近傍の地震動を荷重評価に反映させるためには，確

率論的地震危険度解析において1,000年のオーダーの再現期間を考慮する必

要がある. しかしながら，過去の地震データが得られている期間や活断層デー

タの精度から見て，このような低頻度の問題を確率論的地震危険度解析で扱う

にはオーダーの評価が精一杯で，定量的にこれ以上細かい議論を行うには無

理がある. 

(b) 土木学会の第二次提言で，地域ごとに脅威となる活断層を同定してその震源

メカニズムを想定することをレベル２地震動設定の基本方針とした理由として，

再現期間を大きくとるほど当該地点に影響を与える地震の種類が限定され，多

くの地震が関与するランダムな荷重環境から特定の地震の影響が卓越する環

境に近づくことがあげられている2). これは当該地点に最大級の強さの地震動

をもたらし得る地震（＝レベル２対象地震）が，ある程度特定できることを示唆す

るものではあるが，特定の地震が卓越してくる再現期間は地点ごとにさまざまで

ある可能性が高い. 

(c) 地域によっては再来間隔が100年オーダーの地震であっても当該地点に最強

の地震動をもたらし得る場合もあれば，逆に別の地域では再来間隔が10,000年

オーダーの活断層がレベル２対象地震の候補となる可能性もあり得る. 土木学

会の第二次提言では，レベル２地震動は「きわめて稀であるが非常に強い地震
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動」と定義されており，具体的な地震動のイメージとして「マグニチュード７クラス

の内陸地震による震源断層近傍の地震動」と「陸地近傍で発生する大規模なプ

レート境界地震による震源域の地震動」が示されている2). そこではレベル２地

震動の要件として「発生頻度が低い」という面と「大きな強度を持つ」という面の２

つの側面が読み取れるが，内陸活断層による地震の発生頻度と，陸地近傍で

発生する大規模なプレート境界地震（関東地震や東海地震など）の発生頻度に

は大きな違いがある. 現時点ではこうした点をいかに解釈するかを含めて，レベ

ル２地震動を確率論的な地震危険度レベルと定量づけて定義することにコンセ

ンサスが得られているとは言い難い. 

（引用おわり） 

 

(4)  原発においても、年超過確率は参照されるべきではない 

耐震バックチェックにおいて策定した「基準地震動Ssの年超過確率は１０－４～１

０－５程度」と、きわめて保守的に策定されていたはずであるにもかかわらず、基準

地震動Ssを、たやすく超えたこと、ようするに、基準地震動Ss（最大加速度水平６０

０ガル）の年超過確率が、１０－４～１０－５程度だというのは、まったくのでたらめだっ

たこと、については、準備書面（７１）で述べたとおりである。 

現に、土木構造物では、２０００年の段階で、「過去の地震データが得られている

期間や活断層データの精度から見て，このような低頻度の問題を確率論的地震危

険度解析で扱うにはオーダーの評価が精一杯で，定量的にこれ以上細かい議論

を行うには無理がある」として、レベル２地震動の尺度としては地震動強度のみを

採用し、発生確率に関する記述を廃したのである。鉄道構造物においても、これを

忠実に守り、鉄道構造物の標準スペクトルＬ２では、地震の発生確率は一切考慮さ

れていない。 

東北地方太平洋沖地震は、全く想定外の地震であった。「想定外」だったという

ことは、この地震の発生確率は、発生前はゼロだったことを意味する。地震は低頻

度の現象で、かつ強震観測網が整備されたのは、わずか２０年ほど前でしかない。

したがって想定外の地震はまだまだ多数起こり続ける。このような想定外の事象が

多数起こる地震という現象では、信頼できる確率など、到底算出することはできな

い。 

このように地震の発生確率を考慮に入れた耐震設計は信頼性が無い。土木構

造物の耐震設計では、すでに用いることをやめた。にもかかわらず、原発ではこれ
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を用いることができるというのは、常識的に反する。 

以上 
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